
認可外保育施設等保護者負担軽減補助金に関する
大田区からのお知らせ

申 請 月
提出期限

（各日午後５時まで） 交付予定日

第１期（４～６月分） 令和８年７月17日 令和８年８月31日

第２期（７～９月分） 令和８年10月16日 令和８年11月30日

第３期（10～12月分） 令和９年１月18日 令和９年２月26日

第４期（１～３月分）
申請書：令和９年３月31日
その他 ：令和９年４月16日 令和９年５月31日

■ 認可外保育施設等保護者負担軽減補助金とは？

東京都認証保育所や認可外保育施設等にお子様を預けている大田区に住民登録のある

保護者に対し、補助金を交付する事業です。

補助金スケジュール

補 助 要 件

・補助対象施設と月120時間以上の利用契約を結んでいること

・保育の提供を受け、保育料を支払っていること

補  助  上  限  額

・０～２歳児クラス：80,000円

・３～５歳児クラス：77,000円

提 出 書 類

補助金交付申請書・領収証兼提供証明書・請求書 等（詳細は裏面参照）

提 出 方 法

・電子申請 … マイナポータル『ぴったりサービス』から申請

・窓 口 … 本庁舎３階保育サービス課まで持参

・郵 便 … 追跡可能な郵便方法推奨。料金不足は受取不可

大田区ＨＰはこちら



令和８年度申請分より、提出書類を変更しました。

書 類 名 R８以降 R７まで

申請書
・年度内に１回
・押印は不要

・各期ごとに提出
・押印が必要

領収証兼提供証明書・
請 求 書

・各期ごとに提出
・請求書欄は保護者記入

・各期ごとに提出

提出書類主な変更点

保護者(※)が７～９月分を記入

※ 申請書の保護者と同一人

① 第１期（４～６月分）に年度内で初めて補助金を申請する場合

保育施設が７～９月分を記入

保育施設が４～３月分を記入

保育施設が４～６月分を記入

保護者(※)が４～６月分を記入

※ 申請書の保護者と同一人

提出書類の例

② 第２期（７～９月分）に補助金を申請する場合 ※第１期申請済み

③ 第４期（４～３月分）に年度内で初めて補助金を申請する場合

保護者(※)が４～３月分を記入

※ 申請書の保護者と同一人

第１期申請済みのため

申請書の提出は不要

■ 補助金提出書類

大田区役所 こども未来部 保育サービス課内 認可外補助金事務センター
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お問い合わせ

その他詳細は
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